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第２号議案

�、１９９６年度決算剰余金の処分について
１９９６年度決算により生じた各会計の剰余金

は、「会計処理規則」の第３０条（剰余金の処分

等）により、下記のように処分（案）を提案す

る。

１．一般会計

「一般会計」の剰余金１７，５２５，１２８円は、９７年

度闘争基金会計に全額繰り入れて運用をはか

る。

２．特別会計

（１）「国鉄闘争会計」の剰余金２，７６２，９２０円は、

９７年度国鉄闘争会計に全額繰り入れて運用をは

かる。

（２）「闘争基金会計」の剰余金２２，１６４，４７６円

は、９７年度闘争基金会計に全額繰り入れて運用

をはかる。

（３）「機関紙特別会計」の剰余金１，０７８，０５２円

は、９７年度機関紙・出版物等特別会計に全額繰

り入れて運用をはかる。

（４）「社保闘争推進特別会計」の剰余金

４，４３６，２８１円は、９７年度社保闘争推進特別会計

に全額繰り入れて運用をはかる。

（５）「出版物等特別会計」の剰余金１，２４０，８９７

円は、９７年度機関紙・出版物等特別会計に全額

繰り入れて運用をはかる。

、１９９７年度財政方針について
全労連は、広範な労働者・労働組合との総対

話と共同の運動にとりくみ、連合労組もふくむ

多くの労働組合との対話と共同を広げてきた。

さらに、９７国民春闘で、大幅賃上げをはじめ労

働条件改善のたたかいと９兆円の国民負担増阻

止、女子保護規定撤廃反対のたたかいなどを結

合し、かつてない国民世論や共同を広げてき

た。

いま、憲法の明文改憲の動きのもとで、人間

らしく生き働く２１世紀をめざし、要求を大切に

するまともな労働組合運動の流れをつくりだす

「１０万人オルグ」大運動や国民的共同を広げる

運動、全労連の主体的力量を高めることが求め

られている。

全労連・幹事会は、激動する情勢のもと、財

政と組織の中期的方針確立のため、「組織・財

政検討委員会」を設け、中間的な答申をうけた。

幹事会は組織・財政検討委員会の答申にもとづ

１１９９９９６６年年度度決決算算剰剰余余金金のの
処処分分案案とと財財政政方方針針おおよよびび
１１９９９９７７年年度度予予算算ににつついいてて（（案案））
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き、会費の改定を以下の通り提案する。

なお、全労連結成時に確認した「労働省調査

の８割納入に努力する」の基準を再確認し、単

産・地方組織が会費納入人員を増やす努力を通

じて全労連の財政規模を拡大する。

１． 会費の改定案

（１）単産会費は１０円引き上げて８５円とする。

オブザーバー加盟単産会費は５円引き上げて４２

円５０銭とする。

（２）地方会費は、１円引き上げて６円とする。

オブザーバー加盟地方会費は、５０銭引き上げて

３円とする。

（３）パート・年金者など低額会費は、現行の

３７円５０銭から９円５０銭引き下げ２８円とする。

（４）会費の改定実施は、１９９７年８月からとす

る。

２．財政方針の基本

基本財政は、産別・地方会費を主体にして「一

般会計」でまかなう。

一般会計は、会費値上げにともなう増収があ

るものの、「１０万人オルグ運動」「大規模アンケ

ート」「行革・規制緩和反対闘争」「いのちと健康

センター」「学習教育活動」「組織拡大」など、重

点闘争課題も山積みしている。しかも消費税の

引き上げにともなう２％の自然増など、財政は

引き続き厳しい状況にある。

したがって、経費節減と効率的な財政執行に

引き続き厳しく臨むとともに、可能な限り重点

課題への財政執行に努力することを基本とす

る。

３．会館建設にともなう財政方針について

戦後の階級的ナショナルセンター・産別会議

は、日本の労働運動と平和運動の発展に寄与す

るために土地１２０坪を財団法人「平和と労働会

館」に寄付した。そして、１９６６年に日本原水協

と労教協、国民救援会、日本美術会の４団体か

らの寄付と芝病院からの建設協力金により、現

在の「平和と労働会館」を建設した。上記４団

体は、産別会議の財産を継承し、今日まで維持

してきた。

平和と労働会館は築３０年を経過し、耐震上の

欠陥や老朽化が激しく建替えが迫られた。財団

・理事会から、産別会議の意志を継ぎ、２１世紀

にむけた日本の労働運動と平和運動の砦を築く

ために、会館建設の事業への全労連の参加が要

請された。

全労連第１５回定期大会は、平和と労働会館の

建替え事業に参加し、「全労連会館」を建設す

ることを決定した。

本年度中に「全労連会館」の建設に着手する。

１０周年にむけての大事業として組織の内外に広

く呼びかけた大カンパ運動を推進する。建設資

金の調達やカンパ運動、返済計画にもとづく単

産特別賦課金などの財政方針は、以下の通りで

ある。

（１）建設費の負担

�「全労連会館」建設費は、おおむね１０億円
が予想される。３０年余にわたり財団法人「平和

と労働会館」が基本財産（土地の時価１３億円）

を維持してきたことに応える立場から、建設資

金のうち８億円を全労連が負担し、２億円は他

の入居４団体が負担する。

�全労連の負担する８億円のうち約１億
６，０００万円は、全労連の占有面積の建築費の負

担部分である。残額６億４，０００万円は、財団が

負担する建築費などの費用として、全労連が財

団に年利２％で貸し付ける。

（２）建設費の調達

�建設資金８億円はカンパと借入金で調達す
る。借入金の金利は２％とし、返済期間は２０年

を基本に個別に協議する。

�会館建設カンパを本定期大会で決定し、第
１７回定期大会までの間、全構成組織が全力でと
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りくむ。単産集約カンパ額は単産への賦課金責

任額に含める。

（３）借入金の返済

�借入金の返済は単産賦課金で賄う。単産賦
課金の上限は８億円で、１人当り１，２００円にな

るが、全労連と地方が集約したカンパ額（単産

カンパ額を除く）を差引いた残額とする。単産

賦課金の額は９８年７月定期大会時の単産会費納

入人員で確定する。

�特別賦課金は９８年８月から月５円で最長２０
年払いを一つの基準とする。一括払いや前倒し

払いを促進する。

（４）「会館建設基金会計」

�会館建設にともなう一切の収支（仮事務所
移転経費もふくむ）を運用する会計として、「会

館建設基金会計」を新設する。

�闘争基金会計より４，０００万円を会館建設基
金会計に繰り入れる。

４．国鉄闘争会計

重要局面をむかえている国鉄闘争を財政的に

支えるため、引き続き一般会計からの国鉄闘争

会計への繰入で闘争財政を確立する。

５．闘争基金会計

前年度の闘争基金会計剰余金と一般会計剰余

金を闘争基金会計に繰り入れ、基金として積立

てる。なお、新たに設ける「会館建設基金会計」

に闘争基金会計から４，０００万円を繰り出す。

６．機関紙・出版物等特別会計

機関紙特別会計と出版物等特別会計を統合

し、機関紙・出版物等特別会計とする。両会計

の前年度剰余金と一般会計からの繰り入れ、有

料購読料を財源に運営する。

７．社保闘争推進特別会計

�社保闘争特別会計の前年度剰余金と前年度
の社保カンパ納入見込みを加えて運用する。新

たな社保カンパは提起しない。

�、１９９７年度予算について

１．一般会計予算

（１）収入の部

�会費は８月から、単産会費を１０円引き上げ
８５円、オブザーバー加盟単産会費を５円引き上

げ４２．５円、パート・年金者など低額会費を９．５

円引き下げ２８円、地方会費を１円引き上げ６

円、オブザーバー加盟地方組織会費を０．５円引

き上げ３円とする。

�会費納入人員は、１９９７年６月現在の各組織
の納入人員（別表）を基本にする。単産会費納

入人員は６６９，００５人（うち低額会費が３７，２００人、

オブ会費が８，０７０人）、地方会費納入人員は

７３８，１２３人（うちオブ会費が１０，０００人）を計上

した。

�会費納入人員が組織人員の８割に到達して
いない組織は、納入人員増と８割達成に努力す

る。

（２）支出の部

�人件費については、専従役員１７人の還元金
（年額７５０万円で前年度と同額）、非専従役員１７

人の行動費補助、職員１７人の賃金は人勧実施程

度の増、社会保険料増などを見込み４％増にと

どめた。

�書記局費は、経費の節減努力で伸び率ゼロ
としたが、印刷消耗品費は前年度実績計上で

２６％増とした。事務局一丸となって経費節減に

努力する。

�会議費については、全体として消費税のア
ップ分を見込んだ。大会費は定期大会分のみ計
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上し、評議員会費用として３回分くんだ。春闘

討論集会および単産・地方組織代表者会議、各

種専門委員会など、実績に応じて計上した。

�旅費全体については、前年度実績に消費税
アップ分を上乗せした。行動費および都内交通

費は前年度実績を踏襲した。

�組織活動費は、地方組織助成金および女性
対策費、青年対策費、法規対策費を前年実績と

したが、組織対策費は組織拡大を前進させるた

めに９００万円を増額した。

�春闘・諸闘争費は、３，６００万円上乗せした。
闘争費内訳は前年度実績と宣伝費、行革・規制

緩和闘争費、いのちと健康センター立ち上げ、

「大規模アンケート」などの重点闘争課題の推

進を基本にした。

�調査研究費は消費税アップ分を計上した
が、図書費の洗い直し、調査活動費の活用の方

向など経費節減に努力する。

�教育宣伝費のうち、宣伝・文化費は消費税
アップ分にとどめ、幹部養成を重視する立場か

ら学習費を増額した。

�共闘費および国民運動費は前年度実績を計
上した。

	国際活動費のうち、国際交流費はアジア調
査を３チーム派遣する費用を計上した。連帯費

は、前年度実績に消費税アップ分を計上した。


国鉄闘争会計および機関紙・出版等特別会
計への繰出金は、各会計の繰越金を勘案し、前

年度実績確保のため、国鉄闘争会計に１，５００万

円、機関紙・出版等特別会計に２，６００万円とし

た。なお、社保闘争推進特別会計には繰出さず、

前年度剰余金と前年度カンパ見込みの範囲で執

行する。

２．国鉄闘争会計予算

重要局面をむかえている国鉄闘争の前進をは

かるため、闘争財政として前年度実績を基本

に、国鉄闘争会計の前年度剰余金と一般会計か

らの繰出で予算を計上する。

（１）収入の部

前年度剰余金繰入 ２，７６２，９２０円

一般会計繰入 １５，０００，０００円

雑収入 ２３７，０８０円

合 計 １８，０００，０００円

（２）支出の部

闘争本部費 ２，０００，０００円

各種闘争費 １１，０００，０００円

闘争本部維持費 ５，０００，０００円

合 計 １８，０００，０００円

３．闘争基金会計予算

全労連の「中期的財政方針」にもとづき、１９９２

年度から闘争基金会計を設け、闘争基金の積み

立てをおこなってきた。

９６年度期末の闘争基金の積み立て額は４，７００

万円で、前年度の寄付金等による闘争基金会計

の剰余金２２，１６４，４７６円と一般会計の剰余金

１７，５２５，１２８円を闘争基金会計に繰り入れる。な

お、「会館建設基金会計」の新設にともない、

当面の立ち上り資金として闘争基金会計より

４，０００万円を繰出す。

（１）収入の部

前年度剰余金繰入 ２２，１６４，４７６円

一般会計前年度剰余金繰入 １７，５２５，１２８円

雑収入（預金利息） ３１０，３９６円

合 計 ４０，０００，０００円

（２）支出の部

会館建設基金会計繰出し ４０，０００，０００円

合 計 ４０，０００，０００円

４．機関紙・出版物等特別会計予算

特別会計の整理のため、機関紙特別会計と出

版物等特別会計を統合して執行する。「機関紙

出版物等特別会計」は、同会計の前年度剰余金

と一般会計からの繰出し、機関紙・出版物の購

読料を財源に執行する。なお、引き続き読者拡
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大等により、会計の健全化をめざす。

（１）収入の部

機関紙会計前年度剰余金繰入 １，０７８，０５２円

出版物会計前年度剰余金繰入 １，２４０，８９７円

機関紙購読料 １３，０００，０００円

出版物収入 １２，０００，０００円

一般会計繰入 ２６，０００，０００円

雑収入 ９３１，０５１円

合 計 ５４，２５０，０００円

（２）支出の部

機関紙印刷費 ２２，０００，０００円

機関紙発送費 ８，０００，０００円

出版物印刷費 ９，０００，０００円

出版物発送費 １，５００，０００円

編集・取材費 ９，０００，０００円

宣伝・会議費 ２，０００，０００円

事務費 １，０００，０００円

予備費 １，７５０，０００円

合 計 ５４，２５０，０００円

５．社保闘争推進特別会計予算

社保闘争推進カンパの決定とあわせ、９５年度

に特別会計は新設し、社保闘争に全力をあげて

きた。前年度は、一昨年の拠出額を目安に任意

カンパをとりくみ大きな協力を得た。今年度の

予算は、同会計の前年度剰余金を繰り入れ、今

年度に予定される前年度カンパ納入見込み額を

計上して運用する。

（１）収入の部

前年度剰余金繰入 ４，４３６，２８１円

前年度カンパ納入見込み １６，０００，０００円

雑収入 ３，７１９円

合 計 ２０，４４０，０００円

（２）支出の部

宣伝費 １５，０００，０００円

闘争資材費 ２，０００，０００円

集会・会議費 ３，０００，０００円

予備費 ４４０，０００円

合 計 ２０，４４０，０００円

６．会館建設基金会計予算

「全労連会館」建設に関する収支を執行する

会計として、「会館建設基金会計」を新設する。

この会計は、会館建設カンパ、単産賦課金、借

入金、建設費、貸付金および借入金利息、仮事

務所移転費用など、いっさいの収支を年度を越

えて執行する。会館建設基金会計の立ち上げの

措置として、闘争基金会計より４０００万円を繰り

入れる。

（１）収入の部

闘争基金会計繰入 ４０，０００，０００円

合 計 ４０，０００，０００円

（２）支出の部

仮事務所移転費など ２０，０００，０００円

宣伝費 ３，０００，０００円

事務費 １，０００，０００円

雑費 １，０００，０００円

予備費 １５，０００，０００円

合 計 ４０，０００，０００円
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